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川崎市手数料条例の一部を改正する条例 概要 

 

１ 条例の趣旨 

「老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律（令和７年法律第47号）」による

「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」の一部改正（令和７年５月３０日公布、令和８年４月１日施行）及び「建築基準法施行令の一部を改正

する政令」（令和７年政令第310号）による「建築基準法施行令」の一部改正（令和７年９月３日公布、令和７年１１月１日施行）に伴い、「川崎市手数料

条例」（以下「条例」という。）において、従来からある容積率の特例制度に加え建築物の高さに関する特例制度が創設されたことに伴う手数料の拡充及

び所要の整備等を行う。 

 

２ 川崎市手数料条例の改正に係る上記法令の改正内容 

（１）条例の改正に係るマンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正内容 

老朽化したマンションの管理及び再生の円滑化等を図る観点から、新たな再生手法として、建物・敷地の一括売却、一棟リノベーション、建物の取

壊し等が、建替えと同様に、多数決決議により可能となった。また、耐震性不足等で建替え等を行う場合、容積率のほか特定行政庁の許可による高さ

制限の特例が創設される等の改正が行われた。 

 

（２）条例の改正に係る建築基準法施行令の改正内容 

   建築物における木材利用の促進等を図るため、建築物の防火・避難関係規定等を見直す建築基準法施行令の一部を改正する政令が公布され、建築物

の大規模の修繕又は大規模の模様替を行う際の現行基準適合義務の緩和措置に屋根、外壁、軒裏の防耐火性能に関する規定が追加される等の改正が行

われた。 

 

３ 条例の一部改正の内容 

（１）マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴うもの 

マンションの建替え等の円滑化に関する法律の改正に伴い、法律名の変更、容積率に関する許可について条例内で引用する条文の条ずれといった所

要の整備のほか、高さの特例制度の創設に伴う手数料の拡充を行うもの 

  

表１：手数料条例の改正内容（条例第２条第２７５号） 

改正前  改正後 

項目 
マンションの建替え等の円滑化

に関する法律 
 項目 

マンションの再生等の円滑化 

に関する法律 

容積率に関する許可の条項 第105条第1項  容積率又は各部分の高さに関す

る許可の条項 

第163条の59第1項 
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（２）建築基準法施行令の改正に伴うもの 

建築基準法施行令の一部改正に伴い、条例内で引用している条文の項ずれが生じたため、所要の整備を行うもの 

 

表２：手数料条例の改正内容（条例第２条第２４６号の２及び第２４６号の３） 

建築基準法施行令(改正前)  建築基準法施行令(改正後) 

第137条の12第６項  第137条の12第11項 

第137条の12第７項  第137条の12第12項 

 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日より施行する。ただし、建築基準法施行令の一部改正に基づく条例の改正（条例第２条第２４６号の２及び第２４６号の３）につい

ては、公布の日から施行する。 
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川崎市手数料条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

○川崎市手数料条例 ○川崎市手数料条例 

昭和25年３月29日条例第６号 昭和25年３月29日条例第６号

  

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第278号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

第２条 手数料は、次の種別に従い、請求、交付又は検査の際、請求者から

徴収する。ただし、第278号の手数料については、月ごとに徴収することが

できる。 

(246)の２ 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第137条の12第11項

の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する

審査 １件につき 27,000円 

(246)の２ 建築基準法施行令（昭和25年政令第338号）第137条の12第６項

の規定に基づく大規模の修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する

審査 １件につき 27,000円 

(246)の３ 建築基準法施行令第137条の12第12項の規定に基づく大規模の

修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 １件につき

27,000円 

(246)の３ 建築基準法施行令第137条の12第７項の規定に基づく大規模の

修繕又は大規模の模様替の認定の申請に対する審査 １件につき

27,000円 

(275)  マンションの再生等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）

第163条の59第１項の規定に基づくマンションの容積率又は各部分の高

さに関する特例の許可の申請に対する審査 １件につき 160,000円 

(275) マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号）

第105条第１項の規定に基づくマンションの容積率に関する特例の許可

の申請に対する審査 １件につき 160,000円 
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